
   九州大学大橋キャンパス全学レンタルスペース規程 

令 和３年度 九大規程 第６０号 

制  定：令和 ３年 ７月３０日 

最終改正：令和 ４年 ４月２８日 

（令和４年度九大規程第４号） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、九州大学全学レンタルスペース規則（令和３年度九大規則第３５号。

以下「規則」という。）に定める全学レンタルスペースのうち、大橋キャンパスに置く全

学レンタルスペース（以下「大橋レンタルスペース」という。）に係る使用、管理運営その

他必要な事項を定めるものとする。 

（管理責任者） 

第２条 大橋レンタルスペースに管理責任者を置き、副学長、副理事及び九州大学学則（平

成１６年度九大規則第１号）第２５条に定める部局長のうちから総長が指名する者をもっ

て充てる。 

２ 管理責任者は、大橋レンタルスペースの管理運営に関する業務を掌理する。 

（審議機関） 

第３条 規則第６条第１項に基づき、大橋レンタルスペースに係る次に掲げる事項を審議・

調査するため、大橋キャンパス全学レンタルスペース管理運営委員会（以下「地区委員会」

という。）を置く。 

(1) 規則第３条第１項第１号に規定する全学管理スペース（以下「全学管理スペース」と

いう。）の公募に関すること。 

(2) 禁止する実験等に関すること。 

(3) 規則第３条第２項に基づく管理運用区分の変更に関すること。 

(4) 規則第３条第３項に基づく大橋レンタルスペースの追加又は廃止に関すること。 

(5) その他大橋レンタルスペースの管理運営に関すること。 

２ 地区委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 管理責任者 

(2) 大橋地区協議会の議長 

(3) 芸術工学部事務部長 

(4) その他地区委員会の議を経て、管理責任者が必要と認めた者 若干人 

３ 前項第４号の委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前項の委員は、再任されることができる。 

５ 第３項第２号の委員が同項第１号の委員に該当する場合は、大橋地区協議会の構成員の

うちから、別の１人を選出するものとする。 

６ 地区委員会に委員長を置き、管理責任者をもって充てる。 



７ 委員長は、地区委員会を主宰する。 

８ 地区委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。 

９ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（議事） 

第４条 地区委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決すること

ができない。 

２ 地区委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長

の決するところによる。 

３ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（使用の許可等） 

第５条 全学管理スペースを使用しようとする代表者は、所定の様式により、あらかじめ地

区委員会が行う公募に応募した上で、九州大学教育研究評議会規則（平成１６年度九大規

則第６号）第７条に規定するキャンパス計画及び施設管理委員会（以下「委員会」という。）

及び地区委員会の議を経て、総長の許可を得なければならない。 

２ 大橋レンタルスペースの使用を許可された者（以下「使用者」という。）のうち、全学管

理スペースに係る使用者は、当該使用の途中において、前項の規定により許可を受けた内

容を変更する必要が生じたときは、所定の様式により、あらかじめ管理責任者に願い出た

上で、総長の許可を得なければならない。 

３ 軽微な変更の取扱いについては、管理責任者が別に定める。 

（使用期間） 

第６条 大橋レンタルスペースの使用期間は、原則として使用開始日から当該使用開始日が

含まれる年度の末日までとし、延長する場合は、１年毎に更新し、５年を限度とする。た

だし、５年を超える期間のプロジェクト等であって、総長が必要と認めるものについては、

この限りでない。 

２ 全学管理スペースに係る使用者は、使用を許可された期間を超えて使用を希望するとき

は、所定の様式により、あらかじめ管理責任者の承認を得た上で、総長の許可を得なけれ

ばならない。 

（禁止する実験等） 

第７条 使用者は、大橋レンタルスペースにおいて、次の各号に掲げる実験等を実施するこ

とができない。 

(1) 放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６７号）第２条第２項又

は第５項に定める放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する実験   

(2) 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措

置等を定める省令（平成１６年文部科学省・環境省令第１号）第４条に定めるＰ３レベ

ル以上の拡散防止措置を講じる必要がある遺伝子組換え実験 

(3) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）第２条



第１項から第５項に定める物質を使用する実験 

(4) その他管理責任者が、大橋レンタルスペースの管理上支障があると認めた実験等 

２ 前項の規定（前項第４号の規定を除く。）に関わらず、管理責任者に願い出た上で、総

長が必要と認めた場合は、大橋レンタルスペースにおいて、当該実験等を実施することが

できる。 

（適正使用） 

第８条 使用者は、大橋レンタルスペースの目的に沿って適正に使用しなければならない。 

２ 管理責任者は、使用者が、この規程等及び許可条件に違反したとき、又は大橋レンタル

スペースの管理上支障があると認めるときは、総長にその事実を報告するものとし、総長

は、所定の手続きにより、当該使用の許可を取り消し、又は中止させるとともに、大橋レ

ンタルスペースから退去を命ずるものとする。 

（光熱水料等） 

第９条 使用者は、使用を許可された大橋レンタルスペースにおいて使用した光熱水料、使

用料等（以下「光熱水料等」という。）を負担しなければならない。 

２ 前項の光熱水料等（使用料を除く。）の額等については、細則で定める。 

（徴収方法） 

第１０条 大橋レンタルスペースの光熱水料は、月毎に、大橋レンタルスペースの使用者の

所属する部局等の予算から当該大橋レンタルスペースを管理する部局の予算に移し替える

ものとする。 

２ 一度納付された使用料は、特段の事情がある場合を除き、返還しない。ただし、天災そ

の他使用者の責めに帰すことができない事由により使用できないときは、この限りでない。 

（使用の終了等） 

第１１条 使用者は、大橋レンタルスペースの使用が終了したとき、又は第９条第２項の規

定により使用の許可を取り消され、若しくは中止させられ、当該大橋レンタルスペースか

らの退去を命ぜられたときは、施設、設備、備品等（以下「施設等」という。）を原状に回

復し、速やかに退去しなければならない。 

（損害賠償） 

第１２条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設等を滅失、破損又は汚損したとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（補則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、大橋レンタルスペースの使用に関し必要な事項は、

地区委員会の議を経て、別に定める。 

附 則 

この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年度九大規程第４号） 

この規程は、令和４年５月１日から施行する。 


